
 

参考資料 

 

松戸市建設工事週休２日制モデル工事試行実施要領の一部を改正する要領案新旧対照条文 

 

（下線部分は改正部分） 

現   行 改 正 案 

（積算方法等） （積算方法等） 

第５条 モデル工事の積算方法等は次に掲げる

ものとする。 

（１）発注者指定方式 

当初の予定価格において、次に掲げる経費に、

それぞれの補正係数を乗じた補正を行うものと

し、施工後に現場閉所の達成状況を確認し、４

週８休に満たない場合は、請負代金額のうち当

該補正分を減額して契約変更を行うものとす

る。 

  ・労務費 １.０５ 

・機械経費(賃料) １.０４ 

・共通仮設費 １.０４ 

・現場管理費 １.０５ 

 

（２）受注者希望方式 

  現場の閉所状況に応じ、次に掲げる経費にそ

れぞれ補正係数を乗じて契約変更を行うもの

とする。ただし、工事着手前に週休２日に係る

協議が整わなかったものは、補正の対象としな

い。 

① ４週８休以上（週休２日） 

・労務費 １.０５ 

・機械経費(賃料) １.０４ 

・共通仮設費 １.０４ 

・現場管理費 １.０５ 

② ４週７休以上８休未満（現場閉所率25％

（7/28 日）以上28.5％未満） 

・労務費 １.０３ 

・機械経費(賃料) １.０３ 

・共通仮設費 １.０３ 

・現場管理費 １.０４ 

③ ４週６休以上７休未満（現場閉所率21.4％

（6/28 日）以上25％未満） 

・労務費 １.０１ 

・機械経費(賃料) １.０１ 

第５条 モデル工事の積算方法等は次に掲げる 

ものとする。 

（１）発注者指定方式 

当初の予定価格において、次に掲げる経費に、

それぞれの補正係数を乗じた補正を行うものと

し、施工後に現場閉所の達成状況を確認し、４

週８休に満たない場合は、請負代金額のうち当

該補正分を減額して契約変更を行うものとす

る。 

  ・労務費 １.０５ 

・機械経費(賃料) １.０４ 

・共通仮設費 １.０４ 

・現場管理費 １.０６ 

 

（２）受注者希望方式 

  現場の閉所状況に応じ、次に掲げる経費にそ

れぞれ補正係数を乗じて契約変更を行うもの

とする。ただし、工事着手前に週休２日に係る

協議が整わなかったものは、補正の対象としな

い。 

① ４週８休以上（週休２日） 

・労務費 １.０５ 

・機械経費(賃料) １.０４ 

・共通仮設費 １.０４ 

・現場管理費 １.０６ 

② ４週７休以上８休未満（現場閉所率25％

（7/28 日）以上28.5％未満） 

・労務費 １.０３ 

・機械経費(賃料) １.０３ 

・共通仮設費 １.０３ 

・現場管理費 １.０４ 

③ ４週６休以上７休未満（現場閉所率21.4％

（6/28 日）以上25％未満） 

・労務費 １.０１ 

・機械経費(賃料) １.０１ 



 

・共通仮設費 １.０１ 

・現場管理費 １.０２ 

 

２ （省略） 

 

・共通仮設費 １.０２ 

・現場管理費 １.０３ 

 

２ （省略） 

 

 附 則 

（施行期日） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 
 

 


